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日付：令和4年10月5日 

獨協医科大学規程集 

○獨協医科大学日光医療センター診療情報提供委員会規程（平成18年4月1日制定） 

獨協医科大学日光医療センター診療情報提供委員会規程 

平成18年４月１日 

制定 

（設置） 

第１条 獨協医科大学日光医療センター（以下「センター」という。）の保有する各種診療情報につ

いて、患者もしくは患者の法定代理人等より当該情報提供の申し出があった場合の取扱いについて

審議するため、診療情報提供委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（業務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(１) 診療情報提供申出者の適否の検討 

(２) 診療情報提供申出理由の妥当性の検討 

(３) 提供する診療情報の範囲の検討 

(４) その他、当該診療情報提供に関する業務 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

(１) 病院長 

(２) 薬剤部長 

(３) 看護部長 

(４) 事務部長 

(５) 診療情報提供の申し出のあった当該診療科長 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。 

２ 委員長は、必要に応じ臨時委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長は、委員会での審議経過又は結果を病院長に報告し、当該案件についての最終判断を仰ぐ

ものとする。 

（委員以外の者の出席） 

第５条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（事務） 

第６条 委員会に関する事務は、事務部医事課が行う。 

附 則（平成19年 規程第44号） 

この規程は、平成18年４月１日から施行する。 


